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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　イオン注入剥離法によって貼合せＳＯＩウェーハを製造する際に副産物として得られる
剥離ウェーハに再生加工を施して貼合せＳＯＩウェーハのＳＯＩ層用ウェーハ(11)として
再利用する再生加工方法において、
　剥離ウェーハを酸素を含む酸化雰囲気下で、室温から５０～５０００℃／分の昇温速度
で１０００～１３５０℃の範囲の温度に急速加熱した後、前記温度で１～１０００秒間保
持し続いて前記温度から５０～５０００℃／分の降温速度で室温まで急速冷却する工程と
、
　前記剥離ウェーハ表面を鏡面研磨する工程と
　を含む剥離ウェーハの再生加工方法。
【請求項２】
　前記酸素を含む酸化雰囲気は、酸素ガス、酸素を含む窒素ガス、又は酸素を含むアルゴ
ンガスである請求項１記載の剥離ウェーハの再生加工方法。
【請求項３】
　前記鏡面研磨する工程における取り代が１～５μｍである請求項１記載の剥離ウェーハ
の再生加工方法。
【請求項４】
　前記急速加熱・急速冷却する工程の後、前記鏡面研磨する工程の前に、前記剥離ウェー
ハの面取り部の酸化膜及び面取り部のイオン注入領域の除去をエッジ研磨により行う請求
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項１記載の剥離ウェーハの再生加工方法。
【請求項５】
　イオン注入剥離法によって貼合せＳＯＩウェーハを製造する際に副産物として得られる
剥離ウェーハに再生加工を施して貼合せＳＯＩウェーハのＳＯＩ層用ウェーハとして再利
用する再生加工方法において、
　前記剥離ウェーハ表面を鏡面研磨する工程と、
　前記剥離ウェーハを酸素を含む酸化雰囲気下で、室温から５０～５０００℃／分の昇温
速度で１０００～１３５０℃の範囲の温度に急速加熱した後、前記温度で１～１０００秒
間保持し続いて前記温度から５０～５０００℃／分の降温速度で室温まで急速冷却する工
程と、
　前記剥離ウェーハ表面の酸化膜をフッ酸を含む水溶液により除去する工程と
　を含む剥離ウェーハの再生加工方法。
【請求項６】
　酸素を含む酸化雰囲気は、酸素ガス、酸素を含む窒素ガス、又は酸素を含むアルゴンガ
スである請求項５記載の剥離ウェーハの再生加工方法。
【請求項７】
　鏡面研磨する工程における取り代が１～５μｍである請求項５記載の剥離ウェーハの再
生加工方法。
【請求項８】
　鏡面研磨する工程の前に、前記剥離ウェーハの面取り部の酸化膜及び面取り部のイオン
注入領域の除去をエッジ研磨により行う請求項５記載の剥離ウェーハの再生加工方法。
【請求項９】
　請求項１ないし８のいずれか１項に記載の方法により再生加工された剥離ウェーハ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、イオン注入したウェーハを結合後に剥離してＳＯＩ(Silicon on insulator)
ウェーハを製造する、いわゆるイオン注入剥離法（スマートカット法とも呼ばれている）
において、副産物として得られる剥離ウェーハをＳＯＩ層用ウェーハとして再利用する再
生加工方法に関する。特に本発明は、剥離ウェーハを何回も再生加工して、何度も再利用
する再生加工方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　　従来、ＳＯＩウェーハの製造方法として、水素イオン又は希ガスイオンを注入した単
結晶シリコンからなるＳＯＩ層用ウェーハを酸化膜を介して支持用ウェーハと貼合せ、熱
処理によってイオン注入領域において分離してＳＯＩウェーハを製造するイオン注入剥離
法が一般的に知られている。この方法によるＳＯＩウェーハの劈開面は良好な鏡面であり
、ＳＯＩ層の膜厚均一性も高いＳＯＩウェーハを得ることができる。
　そして、ＳＯＩ層用ウェーハの内、ＳＯＩウェーハのＳＯＩ層として使用されなかった
下部の剥離ウェーハを副産物として得、この剥離ウェーハを再びＳＯＩウェーハを製造す
るためのＳＯＩ層用ウェーハとして再利用するための加工方法として、剥離ウェーハの再
生処理方法及び再生処理された剥離ウェーハ（例えば、特許文献１参照。）が開示されて
いる。
　この剥離ウェーハの再生処理方法では、剥離ウェーハの少なくとも面取り部のイオン注
入領域を除去した後、剥離ウェーハ表面を研磨することによって、剥離ウェーハをＳＯＩ
層用ウェーハとして再利用した際、熱処理を施しても面取り部にイオン注入領域が残留し
ない。このため面取り部が剥離せずパーティクルも発生しないため、ＳＯＩウェーハのデ
バイス領域に付着が起こらず剥離ウェーハをＳＯＩ層用ウェーハとして再利用して製造さ
れたＳＯＩウェーハの品質が高く歩留まりも良いとしている。
【特許文献１】特開２００１－１５５９７８号公報（請求項２、請求項４、段落［００１
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２］、［００１５］、［００１７］、図４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、上記従来の剥離ウェーハの再生処理方法では、剥離ウェーハを熱処理した後に
剥離ウェーハ表面を研磨することを特徴とする（特許文献１の〔請求項４〕）。この特許
文献１の〔請求項４〕の研磨前の熱処理条件は酸化性雰囲気下で５００℃以上の温度に数
分から数時間保持する、或いは特許文献１の〔第２の実施形態〕の記載において１０００
℃の温度に、３０分間保持することとなっている。ここで熱処理温度１０００℃に３０分
間保持する熱処理では、剥離ウェーハ内における酸素析出物又は酸素析出核の生成を促進
させる。このため、再生処理された剥離ウェーハをＳＯＩ層用ウェーハとして再利用して
貼合せＳＯＩウェーハを作製した場合、ＳＯＩ層内部に酸素析出核又は酸素析出物が存在
する。
　図５（ａ）に示すように、ＳＯＩ層１１１ａの内部に酸素析出物又は酸素析出核が存在
するＳＯＩウェーハでは、酸素析出核１１６又は酸素析出物１１７の大きさにより、図５
（ｂ）に示すように、これらが存在する箇所がＳＯＩ層１１１ａを貫通する貫通欠陥１２
０となる。このため、貼合せＳＯＩウェーハ表面の図示しない自然酸化膜をフッ酸（フッ
化水素酸）水溶液を用いて洗浄すると、フッ酸水溶液がＳＯＩ層１１１ａに空いたこの貫
通欠陥１２０を通じて貼合せウェーハのＳＯＩ層１１１ａと支持用ウェーハ１１２との間
にある埋込み酸化膜１１３をエッチングしてしまう。その結果、図５（ｃ）に示すように
、ＨＦ欠陥１２１が発生するという不具合があった。
　本発明の目的は、ＨＦ欠陥の発生を抑制できる剥離ウェーハの再生加工方法及びこの方
法により再生加工された剥離ウェーハを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　請求項１に係る発明は、図１に示すように、イオン注入剥離法によって貼合せＳＯＩウ
ェーハを製造する際に副産物として得られる剥離ウェーハ１１ｂに再生加工を施して貼合
せＳＯＩウェーハ１０のＳＯＩ層用ウェーハ１１として再利用する再生加工方法において
、剥離ウェーハ１１ｂを酸素を含む酸化雰囲気下で、室温から５０～５０００℃／分の昇
温速度で１０００～１３５０℃の範囲の温度に急速加熱した後、当該温度で１～１０００
秒間保持し続いて当該温度から５０～５０００℃／分の降温速度で室温まで急速冷却処理
を行う工程と、剥離ウェーハ１１ｂ表面を鏡面研磨する工程とを含む剥離ウェーハの再生
加工方法である。
　本発明者らは、イオン注入剥離法によって貼合せＳＯＩウェーハを製造する際に副産物
として得られる剥離ウェーハ１１ｂを所定の条件で急速加熱することで、剥離ウェーハ１
１ｂの酸素固溶度を大きくして酸素析出核又は酸素析出物を溶かし、所定の条件で急速冷
却することにより剥離ウェーハ１１ｂの固溶状態を維持して、酸素析出核又は酸素析出物
の再析出を防ぐことを見出した。
　この請求項１に記載された剥離ウェーハの再生加工方法では、剥離ウェーハ１１ｂを酸
素を含む酸化雰囲気下で急速加熱するので剥離ウェーハ１１ｂの酸素固溶度が大きくなり
、酸素析出核又は酸素析出物を構成する酸素原子をシリコン原子の格子間に拡散させて格
子間酸素とすることができる。また、この剥離ウェーハ１１ｂを急速冷却するので固溶状
態が維持され、この結果剥離ウェーハ１１ｂ中に生成された酸素析出核又は酸素析出物を
消滅させることができる。
　また、急速加熱・急速冷却（ＲＴＰ：Rapid thermal process）工程によって剥離ウェ
ーハ１１ｂ表面に形成された酸化膜１３直下に格子間シリコン原子が数多く存在すること
により、この再生加工を施されたＳＯＩ層用ウェーハ１１を再利用して製造されたＳＯＩ
ウェーハの酸素析出物の成長を抑制できる。更に、この請求項１に記載された剥離ウェー
ハの再生加工方法では、１０００℃～シリコンの融点未満という高温の熱処理を行うこと
によって、剥離ウェーハ１１ｂ中の酸素析出核又酸素析出物を成長させることなく消滅さ
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せることができる。
【０００５】
　請求項５に係る発明は、図２に示すように、イオン注入剥離法によって貼合せＳＯＩウ
ェーハ１０を製造する際に副産物として得られる剥離ウェーハ１１ｂに再生加工を施して
貼合せＳＯＩウェーハ１０のＳＯＩ層用ウェーハ１１として再利用する再生加工方法にお
いて、剥離ウェーハ１１ｂ表面を鏡面研磨する工程と、剥離ウェーハ１１ｂを酸素を含む
酸化雰囲気下で、室温から５０～５０００℃／分の昇温速度で１０００～１３５０℃の範
囲の温度に急速加熱した後、当該温度で１～１０００秒間保持し続いて当該温度から５０
～５０００℃／分の降温速度で室温まで急速冷却処理を行う工程と、剥離ウェーハ１１ｂ
表面の酸化膜の除去処理工程とを含む剥離ウェーハの再生加工方法である。
　この請求項５に記載された剥離ウェーハの再生加工方法では、剥離ウェーハ１１ｂを酸
素を含む酸化雰囲気下で急速加熱するので剥離ウェーハ１１ｂの酸素固溶度が大きくなり
、酸素析出核又は酸素析出物を構成する酸素原子をシリコン原子の格子間に拡散させて格
子間酸素とすることができる。
　この剥離ウェーハ１１ｂを急速冷却するので固溶状態が維持され、この結果剥離ウェー
ハ１１ｂ中に生成された酸素析出核又は酸素析出物を消滅させることができる。また、鏡
面研磨工程後に急速加熱・急速冷却（ＲＴＰ：Rapid thermal process）工程によって剥
離ウェーハ１１ｂ表面に形成された酸化膜１３直下に格子間シリコン原子が数多く存在す
ることにより、この再生加工を施されたＳＯＩ層用ウェーハ１１を再利用して製造された
ＳＯＩウェーハの酸素析出物の成長を抑制できる。また、急速加熱・急速冷却工程によっ
て剥離ウェーハ表面に形成された酸化膜をフッ酸により除去することができる。更に、こ
の請求項５に記載された剥離ウェーハの再生加工方法では、１０００℃～シリコンの融点
未満という高温の熱処理を行うことによって、剥離ウェーハ１１ｂ中の酸素析出核又酸素
析出物を成長させることなく消滅させることができる。
【０００７】
　請求項２に係る発明は、請求項１に係る発明であって、酸素を含む酸化雰囲気は、酸素
ガス、酸素を含む窒素ガス、又は酸素を含むアルゴンガスである剥離ウェーハの再生加工
方法である。
　請求項６に係る発明は、請求項５に係る発明であって、酸素を含む酸化雰囲気は、酸素
ガス、酸素を含む窒素ガス、又は酸素を含むアルゴンガスである剥離ウェーハの再生加工
方法である。
　この請求項２及び請求項６に記載された剥離ウェーハの再生加工方法では、水素等の還
元雰囲気下で熱処理を行わないため、炉内で化合物が生成されず、剥離ウェーハ１１ｂ表
面に付着することがないため、後の鏡面研磨工程において傷の原因とならず、ＳＯＩ層用
ウェーハ１１として再利用されたとき貼合せ時のボイドの原因にならずに済む。
　請求項３に係る発明は、請求項１に係る発明であって、鏡面研磨する工程における取り
代が１～５μｍである剥離ウェーハの再生加工方法である。
　請求項７に係る発明は、請求項５に係る発明であって、鏡面研磨する工程における取り
代が１～５μｍである剥離ウェーハの再生加工方法である。
　この請求項３及び請求項７に記載された剥離ウェーハの再生加工方法では、剥離ウェー
ハ１１ｂの剥離面１８の凸凹をスムーズにし、剥離ウェーハ１１ｂ表面の中央部と周辺の
段差を除去し、平坦性を確保することができる。
【０００８】
　請求項４に係る発明は、請求項１に係る発明であって、加熱・冷却工程の後、鏡面研磨
する工程の前に、剥離ウェーハ１１ｂの面取り部の酸化膜１３及び面取り部のイオン注入
領域１４の除去をエッジ研磨により行う剥離ウェーハの再生加工方法である。
　請求項８に係る発明は、請求項５に係る発明であって、鏡面研磨する工程の前に、剥離
ウェーハ１１ｂの面取り部の酸化膜１３及び面取り部のイオン注入領域１４の除去をエッ
ジ研磨により行う剥離ウェーハの再生加工方法である。
　この請求項４及び請求項８に記載された剥離ウェーハの再生加工方法では、鏡面研磨の
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取り代を低減することができ、剥離ウェーハ１１ｂ表面の平坦性をより改善することがで
きる。
　請求項９に係る発明は、図１又は図２に示すように上記請求項１ないし８のいずれか１
項に記載の方法により再生加工された剥離ウェーハである。
　この請求項９に記載された再生加工された剥離ウェーハは、酸素析出物又は析出核が消
滅しているため、この剥離ウェーハ１１ｂをＳＯＩ層用ウェーハとして再利用して貼合せ
ＳＯＩウェーハ１０作製した場合、酸素析出物又は酸素析出核による貫通欠陥が発生せず
、貼合せＳＯＩウェーハ１０表面の自然酸化膜をフッ酸水溶液を用いて洗浄することによ
り除去する工程においてＨＦ欠陥の発生が抑制されたものとなる。
                                                                        
【発明の効果】
【０００９】
　以上述べたように、本発明によれば、イオン注入剥離法により副産物として生成された
剥離ウェーハに急速加熱・急速冷却を施す。すると、急速加熱により剥離ウェーハの酸素
固溶度が大きくなり、酸素原子がシリコン原子の格子間に拡散して酸素析出核又は酸素析
出物が溶け、急速冷却によりその固溶状態が維持され、酸素析出核又は酸素析出物を消滅
させることができる。この結果、ＳＯＩ層用ウェーハとして何度再利用してもＨＦ欠陥が
抑制された高品質のＳＯＩウェーハを作製することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　次に本発明を実施するための最良の形態を図面に基づいて説明する。
　＜第１の実施の形態＞
　本発明の剥離ウェーハの再生加工方法は、図１（ｈ）に示すように、イオン注入剥離法
によりＳＯＩウェーハ１０を作製する工程のなかで、副産物として生成される剥離ウェー
ハ１１ｂを対象としている。イオン注入剥離法は図１に示すように、ＳＯＩ層１１ａとな
るＳＯＩ層用ウェーハ１１の表面に酸化膜１３を形成する酸化膜形成工程（図１（ｂ））
と、このＳＯＩ層用ウェーハ１１にイオンを注入してＳＯＩ層用ウェーハ１１内部にイオ
ン注入領域１４を形成するイオン注入工程（図１（ｃ））と、そのＳＯＩ層用ウェーハ１
１を支持基板となる支持用ウェーハ１２に重ね合せることにより積層体１５を形成する積
層体形成工程（図１（ｅ））と、ＳＯＩ層用ウェーハ１１をイオン注入領域１４で分離し
て支持用ウェーハ１２上に酸化膜１３を介して薄膜の単結晶からなるＳＯＩ層１１ａを形
成するＳＯＩ層形成工程（図１（ｆ））と、ウェーハ同士の結合強度を高めるための結合
熱処理工程（図１（ｇ））と、ＳＯＩ層１１ａ表面の欠陥層の除去と表面粗さを除去する
ための鏡面研磨工程（図１（ｈ））を有する。そして本発明の剥離ウェーハ再生加工
方法は、図１（ｆ）の剥離熱処理によりイオン注入領域１４で分離した剥離ウェーハ１１
ｂを急速加熱・急速冷却する工程（図１（ｉ））と、剥離ウェーハ１１ｂを鏡面研磨する
工程（図１（ｊ））から構成され、再びＳＯＩ層用ウェーハ１１表面に酸化膜１３を形成
する酸化膜形成工程（図１（ａ））へとつながる。
　このように構成された剥離ウェーハの再生加工方法（図１（ｉ）及び（ｊ））を説明す
る。
【００１１】
 (1)急速加熱・急速冷却工程
　ＳＯＩ層用ウェーハ１１と支持用ウェーハ１２はチョクラルスキー法（ＣＺ法）で製造
される（図１（ａ）及び（ｄ））。このため、ＳＯＩ層用ウェーハ１１と支持用ウェーハ
１２を重ね合せた積層体１５をイオン注入領域１４で剥離熱処理により分離させて作製さ
れたＳＯＩウェーハ１０と剥離ウェーハ１１ｂはともにシリコン単結晶からなる。
　ＳＯＩ層用ウェーハ１１には、９００℃以上の高温で熱酸化することにより、ＳＯＩ層
用ウェーハ１１表面全体に絶縁膜である５０～３００ｎｍの厚さの酸化膜１３（ＳｉＯ2

膜）が形成されている（図１（ｂ））。
　また、ＳＯＩ層用ウェーハ１１の主面の一方から水素イオン（Ｈ2

+）が５．０×１０16
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）以上のドーズ量でイオン注入され、厚さ２００～１２００ｎｍのイオン注入領域１４が
ＳＯＩ層用ウェーハ１１内部に酸化膜１３と平行に形成されている。（図１（ｃ））
　このため、イオン注入剥離法の剥離熱処理（図１（ｆ））後に副産物として得られた剥
離ウェーハ１１ｂの剥離面１８の中央部と周辺には、酸化膜１３とＳＯＩウェーハ１０の
一部となったＳＯＩ層１１ａとイオン注入領域１４を合わせた厚さの段差が生じている。
　また、ＳＯＩ層用ウェーハはＣＺシリコン単結晶である。ＣＺシリコン単結晶中に通常
含まれる不純物酸素濃度はシリコン融点である１４１４℃（１気圧下における。）近傍の
固溶度であり、室温及びデバイス製造プロセス温度で常に過飽和な不純物酸素を含有して
いる。したがってデバイス製造熱処理で常に酸素が析出しやすい状態にある。また、シリ
コン単結晶中に存在する格子間シリコン原子の集合体である転位、又は積層欠陥は酸素析
出核になる。ＳＯＩ層用ウェーハ１１には過飽和酸素と酸素析出核が存在するため、酸化
膜形成のための熱処理（図１（ｂ））と剥離熱処理（図１（ｆ））のそれぞれ１０００℃
前後の中温に５時間、５００℃前後の低温に３０分間と多段階の熱処理を施すことにより
、酸素析出核が成長し、剥離した直後の剥離ウェーハ１１ｂ中には成長した酸素析出核又
は酸素析出物が存在している。
【００１２】
　図１（ｉ）に示すように、急速加熱・急速冷却工程において、剥離ウェーハ１１ｂを酸
素を含む酸化雰囲気下で急速加熱し高温で一定時間保持する。すると、剥離ウェーハ１１
ｂ中の酸素固溶度が大きくなることにより、酸素析出核又は酸素析出物を構成する酸素原
子がシリコン原子の格子間に拡散して格子間酸素原子となる。この状態を酸素析出核又は
酸素析出物が溶解した、或いは固溶状態といい、この固溶状態の剥離ウェーハ１１ｂを時
間をかけた普通の降温速度で冷却すると、格子間酸素原子がシリコン原子の格子間から抜
け出して酸素析出核又は酸素析出物として再析出する。しかし短時間で剥離ウェーハ１１
ｂを急速冷却すると固溶状態を維持したままとなり、酸素析出核又は酸素析出物が再析出
しない。このため酸素析出核又は酸素析出物を消滅させることができる。
　なお、剥離ウェーハ１１ｂ中の酸素析出物が熱処理によって消滅する又は成長するかは
、酸素析出物の大きさ及び熱処理温度の条件に依るところが大きい。酸素析出物の大きさ
が小さいほど、酸素析出物とシリコン原子との界面エネルギによって消滅し易く、また、
熱処理温度が高温であるほどシリコン結晶中の酸素固溶度が大きくなり酸素析出物が溶け
易くなるため消滅し易い。
　剥離ウェーハ１１ｂ中の酸素析出物の大きさは、使用するシリコン単結晶の酸素濃度、
シリコン単結晶引き上げ時の冷却速度で決定される格子欠陥密度の空孔、或いは格子間シ
リコン等や埋込み酸化膜形成の酸化条件と、剥離熱処理の条件により決定される。そして
一般的なシリコンウェーハの酸化膜形成の熱処理は１０００℃前後、剥離熱処理は５００
～６００℃で行われるため、この熱処理条件で生成される酸素析出物の大きさは１００ｎ
ｍ以下と推測できた。この１００ｎｍ以下の酸素析出物を急速加熱・急速冷却工程によっ
て昇温中に酸素析出物を成長させず、かつ消滅させるためには、昇温速度が５０℃／分以
上、熱処理温度１０００℃以上、保持時間は１秒以上の熱処理が必要である。
【００１３】
　この急速加熱・急速冷却工程は、剥離ウェーハ１１ｂを急速昇降温炉に収容し、室温か
ら５０～５０００℃／分の昇温速度で１０００～１３５０℃の範囲の温度に加熱した後、
１～１０００秒間保持し、続いて前記温度から５０～５０００℃／分の降温速度で室温ま
で冷却する。
　なお、上記熱処理時の炉内雰囲気は酸素を含む酸化雰囲気である。好ましくは酸素ガス
、酸素を含む窒素混合ガス或いは酸素を含むアルゴン混合ガス等の酸化雰囲気である。こ
こで酸化雰囲気と限定したのは、アルゴンガス１００％等の還元雰囲気下では、剥離ウェ
ーハ１１ｂの熱処理中にシリコンとアルゴン等との生成物が炉内で発生し、剥離ウェーハ
１１ｂ表面に付着してしまう可能性が高く、後の鏡面研磨工程時に傷になり、或いはＳＯ
Ｉ層用ウェーハ１１として再利用したときの貼合せ工程でのボイド欠陥の原因となる不具
合が生じるためである。また、窒素ガス１００％雰囲気下では、熱処理により剥離ウェー
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ハ１１ｂ表面に形成された窒化膜が後の鏡面研磨工程では除去しにくく、更に窒化に伴い
剥離ウェーハ１１ｂ中に生成される空孔が、ＳＯＩ層用ウェーハ１１として再利用したと
きの貼合せ工程時の熱処理により、酸素析出を促進するという不具合が生じるためである
。
【００１４】
　上記昇温速度及び降温速度はできるだけ高い方が好ましく、５０～５０００℃／分、好
ましくは３０００～５０００℃／分の範囲の速度で行われる。ここで昇温速度を５０～５
０００℃／分の範囲に限定したのは、５０℃／分未満では剥離ウェーハ１１ｂの酸素固溶
度を大きくして酸素析出核又は酸素析出物を溶かすことができず、逆に酸素析出核又は酸
素析出物を成長させることになる。また、降温速度を５０～５０００℃／分の範囲に限定
したのは、５０℃／分未満では、酸素析出核又は酸素析出物が消滅した固溶状態を維持す
ることができず、格子間酸素が再び酸素析出核又は酸素析出物として再析出してしまうと
いう問題がある。更に、昇温速度及び降温速度ともに５０００℃／分を越えると剥離ウェ
ーハ１１ｂが反ったり、割れたりするという不具合が生じる。
　上記熱処理の温度は１０００～１３５０℃、好ましくは１０５０～１２００℃の範囲内
で行われる。ここで１０００～１３５０℃の範囲に限定したのは、１０００℃未満では、
酸素析出物の消滅が困難となるからであり、１３５０℃を越えるとシリコンの融点以上に
なるため、シリコンが固体から液体になってしまうからである。また、好ましい範囲の上
限を１２００℃としたのは、１２００℃を越えるとスリップの発生率が高まるからである
。
　上記熱処理時間は１秒～１０００秒間、好ましくは１～１００秒間である。ここで１秒
～１０００秒の範囲に限定したのは、装置の構造上から生じる制限のためである。
【００１５】
 (2)鏡面研磨工程
  図１（ｊ）に示すように、この工程では、化学機械的研磨法により鏡面研磨を剥離ウェ
ーハ１１ｂ表面に施すことにより、剥離ウェーハ１１ｂ表面の剥離面１８の中央部とその
周辺の剥離ウェーハ１１ｂに残留したＳＯＩ層１１ａとイオン注入領域１４分の段差及び
、剥離面１８のダメージ層及び表面粗さが除去される。
　また、上記急速加熱・急速冷却工程により、剥離ウェーハ１１ｂ表面には、酸化膜１３
が形成されているため、この鏡面研磨工程により同時に除去できる。
　上記研磨の取り代は１～５μｍ、好ましくは３～４μｍである。取り代を１～５μｍに
限定したのは、１μｍ未満では、剥離面１８の凸凹をスムーズにするのが困難であり、周
辺の段差を完全に除去することができないからである。また、５μｍを越えると、剥離ウ
ェーハ１１ｂの平坦性を劣化させるという不具合が生じるためである。
　更に、剥離ウェーハ１１ｂ表面の全体を鏡面研磨する前に剥離ウェーハ１１ｂ周辺の段
差のみをエッジ研磨することで、鏡面研磨の取り代を低減でき、剥離ウェーハ１１ｂ表面
の平坦性がより改善される。
【００１６】
＜第２の実施の形態＞
　図２は本発明の第２の実施形態を示す。図２において図１と同一符号は同一部品を示す
。
　本実施の形態では、第１の実施形態の工程順序とは逆に、図２（ｆ）の剥離熱処理によ
りイオン注入領域１４で分離した剥離ウェーハ１１ｂを鏡面研磨する工程（図２（ｉ））
と剥離ウェーハ１１ｂを急速加熱・急速冷却する工程（図２（ｊ））と剥離ウェーハ１１
ｂ表面の酸化膜１１ａの除去をする工程と（図２（ｋ））から構成され、再びＳＯＩ層１
１ａ用ウェーハ１１表面に酸化膜１３を形成する酸化膜形成工程（図２（ａ））へとつな
がる。このように構成された剥離ウェーハの再生加工方法（図２（ｉ）、（ｊ）及び（ｋ
））を説明する。
 (1)鏡面研磨工程
　図２（ｉ）に示すように、この工程では、化学機械的研磨法により鏡面研磨を剥離ウェ
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ーハ１１ｂ表面に施す。化学機械的研磨法とは、定盤上の研磨布に剥離ウェーハ１１ｂを
研磨剤を流しながら擦合わせ、研磨加工することである。研磨剤中の溶剤のもたらす化学
反応と、研磨布と研磨剤中の研磨粒子との機械的研磨作用を組合せて、剥離ウェーハ１１
ｂ表面の凸凹をなくし平坦化することができる。これにより、剥離ウェーハ１１ｂ表面の
剥離面１８の中央部と剥離ウェーハ１１ｂの周辺に残留したＳＯＩ層１１ａとイオン注入
領域１４分の段差及び剥離面１８のダメージ層及び表面粗さが除去される。
 (2)急速加熱・急速冷却工程
  この急速加熱・急速冷却工程は、剥離ウェーハ１１ｂを急速昇降温炉に収容し、室温か
ら５０～５０００℃／分の昇温速度で１０００～１３５０℃の範囲の温度に加熱した後、
１～１０００秒間保持し、続いて前記温度から５０～５０００℃／分の降温速度で室温ま
で冷却する。
　上記の動作は第１の実施の形態と略同様であるので、繰返しの説明を省略する。
【００１７】
 (3)酸化膜除去工程
　以上、上記鏡面研磨工程後に急速加熱・急速冷却工程を行うことで、剥離ウェーハ１１
ｂ表面には、５～２５ｎｍの厚さのＳｉＯ2からなる酸化膜１３が形成される。このため
、第１の実施の形態では、急速加熱・急速冷却工程の後で剥離ウェーハ１１ｂの剥離面１
８の表面粗さ等の除去を目的とした鏡面研磨工程で同時に剥離ウェーハ１１ｂ表面に形成
された酸化膜１３も除去されるため、あらためて酸化膜１３を除去する工程は必要なかっ
た。この第２の実施形態では、剥離ウェーハ１１ｂ表面に形成された酸化膜１３を除去す
る必要が生じる。
　酸化膜除去はフッ酸、硝酸等により行われる。より好ましくはフッ酸水溶液に剥離ウェ
ーハ１１ｂを浸漬して洗浄を行う。
　上記フッ酸水溶液の濃度は、０．５～１０％、好ましくは０．５～５％のフッ酸（フッ
化水素酸）水溶液に５～３０分間、好ましくは５～１０分間浸漬し、剥離ウェーハ１１ｂ
を洗浄する。フッ酸濃度を０．５～１０％の範囲に限定したのは、０．５％未満では酸化
膜を除去するのに時間を要し、１０％を越えるとウェーハ表面が粗くなるという不具合が
生じるためである。また、処理時間を５～３０分の範囲に限定したのは、５分未満では酸
化膜を完全に除去することができず、３０分を越えるとウェーハ表面が粗くなるという不
具合が生じるためである。
【００１８】
　なお、第１の実施の形態と比べ、フッ酸洗浄工程が必要となったが、急速加熱・急速冷
却工程によって剥離ウェーハ１１ｂ表面に酸化膜１３が形成された、その酸化膜１３直下
には固溶格子間シリコン原子が数多く存在する。この固溶格子間シリコン原子には、その
集合体である転位又は積層欠陥が酸素析出核になるのとは逆に、酸素析出核にならず、酸
素析出を抑制する役割がある。このため、第２の実施形態の再生加工方法を施されたＳＯ
Ｉ層用ウェーハ１１中の酸素析出物は第１の実施の形態と比べ、より抑制されたものとな
っている。
　更に、第１及び第２の実施の形態では、半導体としてシリコンを挙げたが、ＳｉＧｅ、
ＳｉＣ、Ｇｅ等の半導体にも適用できる。
【実施例】
【００１９】
　次に本発明の実施例を＜第１の実施の形態＞に沿って比較例とともに詳しく説明する。
　＜基準ウェーハ＞
　図１に示すように、先ず直径が３００ｍｍ、電気抵抗率が１～１０Ωｃｍ、格子間酸素
濃度が１２～１４×１０17ａｔｏｍｓ／ｃｍ3（旧ＡＳＴＭ）、ＣＯＰ（Crystal origina
ted particles or pits）欠陥が無い結晶であり、Ｐ型シリコンウェーハからなるＳＯＩ
層用ウェーハ及び支持用ウェーハをそれぞれ準備した。次いでＳＯＩ層用ウェーハを乾燥
した酸素雰囲気中で１０００℃に５時間保持する熱処理を行い、ＳＯＩ層用ウェーハの表
面全体に０．１５μｍの酸化膜を形成した。その後、ＳＯＩ層用ウェーハの第１主面に加
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速電圧８０ｋｅＶの注入エネルギーで、水素イオン（Ｈ+）６×１０16／ｃｍ2のドーズ量
でイオン注入し、ＳＯＩ層用ウェーハの内部にイオン注入領域を形成した。次にＳＯＩ層
用ウェーハと支持用ウェーハを洗浄した後、ＳＯＩ層用ウェーハの第１主面側の酸化膜が
支持用ウェーハに密着するように、ＳＯＩ層用ウェーハを支持用ウェーハに重ね合せるこ
とにより、積層体を形成した。
　この積層体を熱処理炉に収容し、この炉内を窒素（Ｎ2）ガス雰囲気中で５００℃に昇
温し、３０分間保持することにより、積層体をイオン注入領域で分離した。これにより酸
化膜を介してＳＯＩ層が積層された支持用ウェーハからなるＳＯＩウェーハを得た。
　更に、このＳＯＩウェーハを化学機械的研磨（ＣＭＰ：Chemical mechanical polishin
g）を用いて、ＳＯＩ層の厚さを約１００ｎｍまで薄膜化した。
　この薄膜化したＳＯＩウェーハを熱処理炉に収容し、この炉内を窒素（Ｎ2）ガス９５
％、酸素（Ｏ2）ガス５％の混合ガス雰囲気中で１１００℃に昇温し２時間保持すること
により、酸化膜と支持用ウェーハの接合を強化した。
　このＳＯＩウェーハを基準ウェーハとした。
【００２０】
　＜実施例１－１＞
　基準ウェーハを作製したときのイオン注入領域で分離した際に副産物として生成される
剥離ウェーハを熱処理炉に収容して室温から１０００℃／分の昇温速度で１０００℃に加
熱した後１０秒間保持し、続いて１０００℃／分の降温速度で室温まで冷却する急速加熱
・急速冷却をした後に、剥離ウェーハ表面を取り代３μｍで鏡面研磨を施し、これを再び
ＳＯＩ層用ウェーハとして再利用する。剥離ウェーハを１回再生させたこのＳＯＩ層用ウ
ェーハを用いて再度ＳＯＩウェーハを基準ウェーハを得た場合と同一の条件及び手順にて
作製した。
　このＳＯＩウェーハを実施例１－１とした。
　＜実施例１－２＞
　実施例１－１のＳＯＩウェーハを作製したときのイオン注入領域で分離した際に副産物
として生成される剥離ウェーハを実施例１－１と同一の手順で熱処理炉に収容して室温か
ら１０００℃／分の昇温速度で１０００℃に加熱した後１０秒間保持し、続いて１０００
℃／分の降温速度で室温まで冷却する急速加熱・急速冷却をした後に、剥離ウェーハ表面
を取り代３μｍで鏡面研磨を施し、これを再びＳＯＩ層用ウェーハとして再利用する。剥
離ウェーハを２回再生させたこのＳＯＩ層用ウェーハを用いて再度ＳＯＩウェーハを基準
ウェーハを得た場合と同一の条件及び手順にて作製した。
　このＳＯＩウェーハを実施例１－２とした。
【００２１】
　＜実施例１－３＞
　実施例１－２のＳＯＩウェーハを作製したときのイオン注入領域で分離した際に副産物
として生成される剥離ウェーハを実施例１－１と同一の手順で熱処理炉に収容して室温か
ら１０００℃／分の昇温速度で１０００℃に加熱した後１０秒間保持し、続いて１０００
℃／分の降温速度で室温まで冷却する急速加熱・急速冷却をした後に、剥離ウェーハ表面
を取り代３μｍで鏡面研磨を施し、これを再びＳＯＩ層用ウェーハとして再利用する。剥
離ウェーハを３回再生させたこのＳＯＩ層用ウェーハを用いて再度ＳＯＩウェーハを基準
ウェーハを得た場合と同一の条件及び手順にて作製した。
　このＳＯＩウェーハを実施例１－３とした。
　＜実施例１－４＞
　実施例１－３のＳＯＩウェーハを作製したときのイオン注入領域で分離した際に副産物
として生成される剥離ウェーハを実施例１－１と同一の手順で熱処理炉に収容して室温か
ら１０００℃／分の昇温速度で１０００℃に加熱した後１０秒間保持し、続いて１０００
℃／分の降温速度で室温まで冷却する急速加熱・急速冷却をした後に、剥離ウェーハ表面
を取り代３μｍで鏡面研磨を施し、これを再びＳＯＩ層用ウェーハとして再利用する。剥
離ウェーハを４回再生させたこのＳＯＩ層用ウェーハを用いて再度ＳＯＩウェーハを基準
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ウェーハを得た場合と同一の条件及び手順にて作製した。
　このＳＯＩウェーハを実施例１－４とした。
　＜実施例１－５＞
　実施例１－４のＳＯＩウェーハを作製したときのイオン注入領域で分離した際に副産物
として生成される剥離ウェーハを実施例１－１と同一の手順で熱処理炉に収容して室温か
ら１０００℃／分の昇温速度で１０００℃に加熱した後１０秒間保持し、続いて１０００
℃／分の降温速度で室温まで冷却する急速加熱・急速冷却をした後に、剥離ウェーハ表面
を取り代３μｍで鏡面研磨を施し、これを再びＳＯＩ層用ウェーハとして再利用する。剥
離ウェーハを５回再生させたこのＳＯＩ層用ウェーハを用いて再度ＳＯＩウェーハを基準
ウェーハを得た場合と同一の条件及び手順にて作製した。
　このＳＯＩウェーハを実施例１－５とした。
【００２２】
　＜比較例１－１＞
　基準ウェーハを作製したときのイオン注入領域で分離した際に副産物として生成される
剥離ウェーハ表面を取り代３μｍで鏡面研磨を施し、これを再びＳＯＩ層用ウェーハとし
て再利用する。剥離ウェーハを１回再生させたこのＳＯＩ層用ウェーハを用いて再度ＳＯ
Ｉウェーハを基準ウェーハを得た場合と同一の条件及び手順にて作製した。
　このＳＯＩウェーハを比較例１－１とした。
　＜比較例１－２＞
　比較例１－１のＳＯＩウェーハを作製したときのイオン注入領域で分離した際に副産物
として生成される剥離ウェーハ表面を取り代３μｍで鏡面研磨を施し、これを再びＳＯＩ
層用ウェーハとして再利用する。剥離ウェーハを２回再生させたこのＳＯＩ層用ウェーハ
を用いて再度ＳＯＩウェーハを基準ウェーハを得た場合と同一の条件及び手順にて作製し
た。
　このＳＯＩウェーハを比較例１－２とした。
【００２３】
　＜比較例１－３＞
　比較例１－２のＳＯＩウェーハを作製したときのイオン注入領域で分離した際に副産物
として生成される剥離ウェーハ表面を取り代３μｍで鏡面研磨を施し、これを再びＳＯＩ
層用ウェーハとして再利用する。剥離ウェーハを３回再生させたこのＳＯＩ層用ウェーハ
を用いて再度ＳＯＩウェーハを基準ウェーハを得た場合と同一の条件及び手順にて作製し
た。
　このＳＯＩウェーハを比較例１－３とした。
　＜比較例１－４＞
　比較例１－３のＳＯＩウェーハを作製したときのイオン注入領域で分離した際に副産物
として生成される剥離ウェーハ表面を取り代３μｍで鏡面研磨を施し、これを再びＳＯＩ
層用ウェーハとして再利用する。剥離ウェーハを４回再生させたこのＳＯＩ層用ウェーハ
を用いて再度ＳＯＩウェーハを基準ウェーハを得た場合と同一の条件及び手順にて作製し
た。
　このＳＯＩウェーハを比較例１－４とした。
　＜比較例１－５＞
　比較例１－４のＳＯＩウェーハを作製したときのイオン注入領域で分離した際に副産物
として生成される剥離ウェーハ表面を取り代３μｍで鏡面研磨を施し、これを再びＳＯＩ
層用ウェーハとして再利用する。剥離ウェーハを５回再生させたこのＳＯＩ層用ウェーハ
を用いて再度ＳＯＩウェーハを基準ウェーハを得た場合と同一の条件及び手順にて作製し
た。
　このＳＯＩウェーハを比較例１－５とした。
【００２４】
  次に本発明の別の実施例を＜第２の実施の形態＞に沿って比較例とともに詳しく説明す
る。
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　＜実施例２－１＞
　基準ウェーハを作製したときのイオン注入領域で分離した際に副産物として生成される
剥離ウェーハ表面を取り代３μｍで鏡面研磨を施し、この剥離ウェーハを熱処理炉に収容
して室温から１０００℃／分の昇温速度で１０００℃に加熱した後１０秒間保持し、続い
て１０００℃／分の降温速度で室温まで冷却する急速加熱・急速冷却をした後に、濃度５
％のフッ酸水溶液に５分間浸漬する。これを再びＳＯＩ層用ウェーハとして再利用する。
剥離ウェーハを１回再生させたこのＳＯＩ層用ウェーハを用いて再度ＳＯＩウェーハを基
準ウェーハを得た場合と同一の条件及び手順にて作製した。
　このＳＯＩウェーハを実施例２－１とした。
　＜実施例２－２＞
　実施例２－１のＳＯＩウェーハを作製したときのイオン注入領域で分離した際に副産物
として生成される剥離ウェーハを実施例２－１と同一の手順で剥離ウェーハ表面を取り代
３μｍで鏡面研磨を施し、この剥離ウェーハを熱処理路に収容して室温から１０００℃／
分の昇温速度で１０００℃に加熱した後１０秒間保持し、続いて１０００℃／分の降温速
度で室温まで冷却する急速加熱・急速冷却をした後に、濃度５％のフッ酸水溶液に５分間
浸漬する。これを再びＳＯＩ層用ウェーハとして再利用する。剥離ウェーハを２回再生さ
せたこのＳＯＩ層用ウェーハを用いて再度ＳＯＩウェーハを基準ウェーハを得た場合と同
一の条件及び手順にて作製した。
　このＳＯＩウェーハを実施例２－２とした。
【００２５】
　＜実施例２－３＞
　実施例２－２のＳＯＩウェーハを作製したときのイオン注入領域で分離した際に副産物
として生成される剥離ウェーハを実施例２－１と同一の手順で剥離ウェーハ表面を取り代
３μｍで鏡面研磨を施し、この剥離ウェーハを熱処理路に収容して室温から１０００℃／
分の昇温速度で１０００℃に加熱した後１０秒間保持し、続いて１０００℃／分の降温速
度で室温まで冷却する急速加熱・急速冷却をした後に、濃度５％のフッ酸水溶液に５分間
浸漬する。これを再びＳＯＩ層用ウェーハとして再利用する。剥離ウェーハを３回再生さ
せたこのＳＯＩ層用ウェーハを用いて再度ＳＯＩウェーハを基準ウェーハを得た場合と同
一の条件及び手順にて作製した。
　このＳＯＩウェーハを実施例２－３とした。
　＜実施例２－４＞
　実施例２－３のＳＯＩウェーハを作製したときのイオン注入領域で分離した際に副産物
として生成される剥離ウェーハを実施例２－１と同一の手順で剥離ウェーハ表面を取り代
３μｍで鏡面研磨を施し、この剥離ウェーハを熱処理路に収容して室温から１０００℃／
分の昇温速度で１０００℃に加熱した後１０秒間保持し、続いて１０００℃／分の降温速
度で室温まで冷却する急速加熱・急速冷却をした後に、濃度５％のフッ酸水溶液に５分間
浸漬する。これを再びＳＯＩ層用ウェーハとして再利用する。剥離ウェーハを４回再生さ
せたこのＳＯＩ層用ウェーハを用いて再度ＳＯＩウェーハを基準ウェーハを得た場合と同
一の条件及び手順にて作製した。
　このＳＯＩウェーハを実施例２－４とした。
【００２６】
　＜実施例２－５＞
　実施例２－４のＳＯＩウェーハを作製したときのイオン注入領域で分離した際に副産物
として生成される剥離ウェーハを実施例２－１と同一の手順で剥離ウェーハ表面を取り代
３μｍで鏡面研磨を施し、この剥離ウェーハを熱処理路に収容して室温から１０００℃／
分の昇温速度で１０００℃に加熱した後１０秒間保持し、続いて１０００℃／分の降温速
度で室温まで冷却する急速加熱・急速冷却をした後に、濃度５％のフッ酸水溶液に５分間
浸漬する。これを再びＳＯＩ層用ウェーハとして再利用する。剥離ウェーハを５回再生さ
せたこのＳＯＩ層用ウェーハを用いて再度ＳＯＩウェーハを基準ウェーハを得た場合と同
一の条件及び手順にて作製した。
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　このＳＯＩウェーハを実施例２－５とした。
【００２７】
　＜比較例２－１＞
　基準ウェーハを作製したときのイオン注入領域で分離した際に副産物として生成される
剥離ウェーハ表面を取り代３μｍで鏡面研磨を施し、これを再びＳＯＩ層用ウェーハとし
て再利用する。剥離ウェーハを１回再生させたこのＳＯＩ層用ウェーハを用いて再度ＳＯ
Ｉウェーハを基準ウェーハを得た場合と同一の条件及び手順にて作製した。
　このＳＯＩウェーハを比較例２－１とした。
　＜比較例２－２＞
　比較例２－１のＳＯＩウェーハを作製したときのイオン注入領域で分離した際に副産物
として生成される剥離ウェーハ表面を取り代３μｍで鏡面研磨を施し、これを再びＳＯＩ
層用ウェーハとして再利用する。剥離ウェーハを２回再生させたこのＳＯＩ層用ウェーハ
を用いて再度ＳＯＩウェーハを基準ウェーハを得た場合と同一の条件及び手順にて作製し
た。
　このＳＯＩウェーハを比較例２－２とした。
【００２８】
　＜比較例２－３＞
　比較例２－２のＳＯＩウェーハを作製したときのイオン注入領域で分離した際に副産物
として生成される剥離ウェーハ表面を取り代３μｍで鏡面研磨を施し、これを再びＳＯＩ
層用ウェーハとして再利用する。剥離ウェーハを３回再生させたこのＳＯＩ層用ウェーハ
を用いて再度ＳＯＩウェーハを基準ウェーハを得た場合と同一の条件及び手順にて作製し
た。
　このＳＯＩウェーハを比較例２－３とした。
　＜比較例２－４＞
　比較例２－３のＳＯＩウェーハを作製したときのイオン注入領域で分離した際に副産物
として生成される剥離ウェーハ表面を取り代３μｍで鏡面研磨を施し、これを再びＳＯＩ
層用ウェーハとして再利用する。剥離ウェーハを４回再生させたこのＳＯＩ層用ウェーハ
を用いて再度ＳＯＩウェーハを基準ウェーハを得た場合と同一の条件及び手順にて作製し
た。
　このＳＯＩウェーハを比較例２－４とした。
　＜比較例２－５＞
　比較例２－４のＳＯＩウェーハを作製したときのイオン注入領域で分離した際に副産物
として生成される剥離ウェーハ表面を取り代３μｍで鏡面研磨を施し、これを再びＳＯＩ
層用ウェーハとして再利用する。剥離ウェーハを５回再生させたこのＳＯＩ層用ウェーハ
を用いて再度ＳＯＩウェーハを基準ウェーハを得た場合と同一の条件及び手順にて作製し
た。
　このＳＯＩウェーハを比較例２－５とした。
【００２９】
　＜比較試験及び評価＞
　基準、実施例１－１～２－５及び比較例１－１～２－５のＳＯＩウェーハを濃度５０％
のフッ酸水溶液に３０分間浸漬した後、倍率５０倍の光学顕微鏡を用いて観察し、ＳＯＩ
ウェーハ表面のＨＦ欠陥の個数を数えた。この個数をウェーハ面積で割ってＨＦ欠陥密度
を算出した。＜第１の実施の形態＞における結果を図３に、並びに＜第２の実施の形態＞
における結果を図４に示す。
【００３０】
　図３から明らかなように、再生加工回数が０～２回目までの基準、実施例１－１及び１
－２並びに比較例１－１及び１－２までは、ＨＦ欠陥密度に顕著な差は現れない。しかし
、剥離ウェーハに本発明の急速加熱・急速冷却を施さなかった比較例１－５のＨＦ欠陥密
度は、実施例１－５の欠陥密度が０．２個／ｃｍ2であったのに対し、約１０倍以上の２
．０個／ｃｍ2となっている。また、図４も図３と同様に、再生加工回数が０～２回目ま
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でのＨＦ欠陥密度には顕著な差は現れない。しかし、再生加工回数が３回目の実施例２－
３のＨＦ欠陥密度が０．３個／ｃｍ2であったのに対し、比較例２－３は約２倍の０．６
個／ｃｍ2となっている。また再生加工回数が４回目の実施例２－４のＨＦ欠陥密度が０
．４個／ｃｍ2であったのに対し、比較例２－４は約３倍の１．３個／ｃｍ2となっている
。この結果から再生加工回数が多いほど、本発明の急速加熱・急速冷却工程を含む剥離ウ
ェーハの再生加工を行うことで、ＨＦ欠陥の発生を抑制できることがわかった。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の第１実施形態における剥離ウェーハの再生加工方法を工程順に示す図で
ある。
【図２】本発明の第２実施形態における剥離ウェーハの再生加工方法を工程順に示す図で
ある。
【図３】本発明の第１実施形態における基準と実施例１－１～１－５及び比較例１－１～
１－５の剥離ウェーハにおける再生加工回数とＨＦ欠陥密度の関係を示す図である。
【図４】本発明の第２実施形態における基準と実施例２－１～２－５及び比較例２－１～
２－５の剥離ウェーハにおける再生加工回数とＨＦ欠陥密度の関係を示す図である。
【図５】ＨＦ欠陥を示す断面図である。
【符号の説明】
【００３２】
　１０　　ＳＯＩウェーハ
　１１  　ＳＯＩ層用ウェーハ
　１１ｂ　剥離ウェーハ
　１３　　酸化膜
　１４　　イオン注入領域
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